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答申第２９１号 

 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 
 

実施機関の決定は妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 
 
 １ 行政文書の開示請求 
 

審査請求人は、平成３０年９月２２日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県

条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県警察本部長

（以下「実施機関」という。）に対し、「交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を

行う者が異なる理由が分かるもの。」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を

行った。 

 

 ２ 実施機関の決定 
 

平成３０年１０月４日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書として「道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）」（以下「本件行政文書」という。）を特定した

上で、全部開示する旨の決定（以下「本件決定」という。）を行い、審査請求人に通知

した。 

 

  ３ 審査請求 
 

審査請求人は、平成３０年１０月８日、本件決定を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関の上級行政庁である奈良県公

安委員会（以下「諮問実施機関」という。）に対し、原処分を取り消し、交通違反告知

を行う者と運転免許更新処分を行う者が異なる理由が分かるものを開示するとの裁決

を求める旨の審査請求を行った。 

 

  ４ 諮 問 
 

平成３０年１１月８日、諮問実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
 
  １ 審査請求の趣旨 
 

原処分を取り消し、交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者が異なる理

由が分かるものを開示するとの裁決を求める。 

 

  ２ 審査請求の理由 
 

 審査請求人が、審査請求書において主張している審査請求の理由は、おおむね次のと

おりである。 
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道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）では、交通違反告知を行う者と運転免許更

新処分を行う者について別々の者が行うと規定している。この点について、法を運用す

る者が複数あればその解釈が分かれる事態が容易に推測できるが、それを敢えて道路

交通法が規定していることは、こうした事態への対応を上回る利益や必要性が考慮さ

れていた筈である。よって、改めて交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者

が異なる理由が分かるものの全部開示を求める。 

 道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第２６条の３の２第３項第５号に規

定されるチャイルドシートの着用義務の免除規定に関して、おむつを交換する行為が

これに該当するか否かについては法令では何ら規定されておらず、その解釈は行政庁

に委ねられている。具体的には、審査請求人が情報公開請求や職員からの聞き取りによ

り調査したところ次のとおり取扱いが分かれていた。 

○奈良県警察○○警察署警察官：免除規定に該当しない。 

○●●●公安委員会：都道府県によって取り扱いが異なる。 

当方の場合、○○警察署警察官からおむつを交換する行為は免除規定に該当しない

として違反告知を受けるとともに、●●●公安委員会からは法令に規程がない以上、そ

の判断は都道府県警察に委ねられるとして免許更新処分を受けている。このように警

察官から交通違反告知をして受けた場所と運転免許更新処分を行う住所地公安委員会

によって、おむつを交換する行為の違法性判断が異なる事態が否定できない。 

 

第４ 諮問実施機関の説明要旨              
 

諮問実施機関が、弁明書において説明している本件決定の理由は、おおむね次のとお

りである。 
 

１ 処分庁の意見 
 
（１）本件行政文書について 

 
本件行政文書は、道路における危険を防止し、その他道路交通の安全と円滑を図る

ことを目的とする法律であり、また、交通公害等の防止に資するという目的が加えら

れている。警察法（昭和２９年法律第１６２号）によって警察の責務とされている「交

通の取締」について昭和２２年に制定された道路交通取締法（昭和２２年法律第１３

０号）を全部改正して制定されたものであり、都道府県公安委員会が行う、信号機・

道路標識等の設置管理による交通規制、自動車及び原動機付自転車の運転免許が基

本的な仕組である。交通規制等の権限の一部は警察署長に委任され、また、警察官又

は交通巡視員が交通整理等に当たるものとされている。交通違反の大量性に対応し

て、運転免許の取消し・停止については、違反行為につき点数制がとられ、裁量権行

使が定型化されている。また、道路交通法違反の刑事罰については、大半が略式手続

による罰金刑となっているほか、軽微な違反については、刑事手続に移行することな

く処理できるように、交通反則通告制度が設けられている。 
 
（２）行政文書の特定の妥当性について 

  
処分庁は、本件開示請求に対応する行政文書を特定するに当たり、審査請求人が本

件開示請求において求める「理由が分かるもの」とは、立法論、立法政策、立法者意

思、立法裁量その他の立法に関する行政文書であると推認されたものの、交通部交通

指導課職員及び交通部運転免許課職員に対する聴取及び確認により可能な限りの検

索を実施した。 
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 その結果、本件行政文書の第１２６条が交通違反告知を行う者は警察官又は交通

巡視員である旨を規定し、本件行政文書の第１０１条第６項が運転免許更新処分を

行う者は公安委員会である旨を規定していることから、本件行政文書の規定が根拠

となって交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者が相違するものである

として、処分庁は、本件開示請求に対応する行政文書として本件行政文書を特定した

ものである。 

一般に、開示請求に対応する行政文書の存在の主張立証責任は審査請求人が負う

ものと解するのが相当であるところ、審査請求人の主張は、立証のない推測によるも

のであって、具体的な個個の行政文書の存在との対応関係を捉えることができない

ことから、現時点において、処分庁は本件行政文書のほかに本件開示請求に対応する

行政文書を保有していないとの判断を左右するような主張立証は何らされていない

と言うべきである。 

 これらのことから、処分庁は、本件開示請求に対し本件行政文書を特定したことは

妥当なものであると判断する。 
 
（３）本件処分の妥当性について 

  
以上のことから、処分庁は、改めて交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行

う者が異なる理由が分かるものの全部開示を求めるという審査請求人の主張は認め

られず、本件行政文書を特定した本件処分は妥当であると判断する。 

 

２ 結語 
 

 以上のことから、実施機関が行った本件処分は妥当なものであり、本件決定について

原処分維持が適当と考える。 

 

第５ 審査会の判断理由 
 
      当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 
 

１ 基本的な考え方 
 

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民等の理解と信頼を深め、県民等

の県政への参加を促進し、もって県民等の知る権利への理解を深めつつ、県の有するそ

の諸活動を県民等に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた

県民本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運

用に当たっては、県民等の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければ

ならない。 

したがって、当審査会は県民等の行政文書開示請求権を十分尊重するという条例の

趣旨に従い、審査に必要な関係資料の提出を求め、当審査会により調査を行い、条例の

適用について判断することとした。 
 

２ 行政文書の特定について 
 

審査請求人は、交通違反告知と運転免許更新処分について別々の者が行うと道路交

通法が敢えて規定しているのは、その解釈が分かれる事態への対応を上回る利益や必

要性が考慮されていたはずであるとして、本件行政文書以外に交通違反告知を行う者

と運転免許処分を行う者が異なる理由がわかる文書が存在する旨主張しているのに対

し、諮問実施機関は、本件行政文書以外に本件開示請求に対応する文書を保有していな
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い旨主張しているので、以下検討する。 

 

諮問実施機関は、審査請求人が本件開示請求において求める「理由がわかるもの」

とは、立法論、立法政策、立法者意思、立法裁量その他の立法に関する行政文書であ

ると推認したものの、可能な限りの検索を実施し、本件行政文書の第１２６条に交通

違反告知を行う者が警察官又は交通巡視員である旨規定され、第１０１条第６項に運

転免許更新処分を行う者が公安委員会である旨規定されていることから、これらの規

定が交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者が相違するものである根拠と

して、本件行政文書を特定した旨説明している。 

この点について、事務局を通じて諮問実施機関に確認したところ、諮問実施機関は

道路交通法を所管しているわけではなく、同法所管の警察庁が発出した規定の趣旨等

に関する通知にも、交通違反告知を行う者と運転免許更新処分を行う者が異なる理由

について記載されていないとのことであった。 

そうすると、本件行政文書以外に本件開示請求に対応する行政文書が存在しないと

する諮問実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点はなく、当該行政文書が存在す

ると推測させる特段の事情もない。 

以上のことから、本件行政文書以外に本件開示請求に対応する行政文書は存在しな

いとする諮問実施機関の説明は是認できると判断する。 
 

３ 審査請求人の主張について 
 

審査請求人は、審査請求書において、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判

断を左右するものではない。 

 

４ 結 論 
 

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の審査経過 
 
     当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。 
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（別 紙） 

 

 

審 査 会 の 審 査 経 過 

 

 審   査   経   過 

 

平成３０年１１月 ８日 

 

・ 諮問実施機関から諮問及び弁明書の写しの提出を受けた。 

 

 

令和 ６年 １月２６日 

（第２７２回審査会） 

 

 

・ 事案の審議を行った。 

 

 

令和 ６年 ３月１１日 

（第２７３回審査会） 

 

 

・  事案の審議を行った。 

 

令和 ６年 ５月１０日 

（第２７４回審査会） 

 

 

・  事案の審議を行った。 

 

令和 ６年 ６月１４日 

（第２７５回審査会） 

 

 

・  答申案のとりまとめを行った。 

 

令和 ６年 ９月２５日 

 

 

・ 諮問実施機関に対して答申を行った。 
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